
(57)【要約】

【課題】遠隔から特定のユーザが設備機器の制御や監視

を行うことを可能とする設備機器管理装置を提供する。

【解決手段】設備機器制御装置２は、制御部２１と、Ｗ

ｅｂサーバ２２とを備えている。Ｗｅｂサーバ２２は、

認証テーブル２２１を有しており、ここに記憶される認

証情報に基づいてユーザ認証を行う。制御部２１は、Ｗ

ｅｂサーバ２２により認証を受けたユーザから、Ｗｅｂ

ブラウザ５１上での空調機３の制御、例えば設定温度の

変更や、暖房・冷房の切換の指令や、空調機３の監視、

例えば空調機３の状態を示す情報の送信要求を受け付け

、これを実行する。

【選択図】　図１
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
設 備 機 器 （ ３ ） を 管 理 す る た め の 設 備 機 器 管 理 装 置 （ ２ ） で あ っ て 、
ユ ー ザ 識 別 子 と 前 記 設 備 機 器 （ ３ ） の 識 別 子 と を 対 応 付 け た 認 証 情 報 （ ２ ２ １ ） に 基 づ い
て 、 前 記 設 備 機 器 （ ３ ） の 監 視 及 び 制 御 を 要 求 す る ユ ー ザ を 認 証 す る 認 証 手 段 （ ２ ２ ） と
、
認 証 さ れ た ユ ー ザ の ユ ー ザ 識 別 子 に 対 応 す る 設 備 機 器 （ ３ ） を 前 記 ユ ー ザ の 要 求 に 応 じ て
監 視 及 び ／ ま た は 制 御 す る 制 御 手 段 （ ２ １ ） と 、
を 備 え た 設 備 機 器 管 理 装 置 （ ２ ） 。
【 請 求 項 ２ 】
Ｗ ｅ ｂ ブ ラ ウ ザ （ ５ １ ） を 介 し て 前 記 ユ ー ザ と の 情 報 の 送 受 信 を 行 う Ｗ ｅ ｂ サ ー バ （ ２ ２
） を さ ら に 備 え た 、 請 求 項 １ に 記 載 の 設 備 機 器 管 理 装 置 （ ２ ） 。
【 請 求 項 ３ 】
前 記 設 備 機 器 （ ３ ） は 空 気 調 和 機 で あ る 、 請 求 項 １ ま た は ２ に 記 載 の 設 備 機 器 管 理 装 置 （
２ ） 。
【 請 求 項 ４ 】
前 記 ユ ー ザ の 要 求 に よ り 、 前 記 認 証 情 報 （ ２ ２ １ ） を 変 更 可 能 で あ る 、 請 求 項 １ か ら ３ の
い ず れ か に 記 載 の 設 備 機 器 管 理 装 置 （ ２ ） 。
【 請 求 項 ５ 】
前 記 設 備 機 器 （ ３ ） が 接 続 さ れ る 第 １ ネ ッ ト ワ ー ク と 接 続 可 能 な 第 １ 接 続 部 と 、
前 記 ユ ー ザ の 要 求 を 伝 達 す る 第 ２ ネ ッ ト ワ ー ク と 接 続 可 能 な 第 ２ 接 続 部 と 、
を さ ら に 備 え る 、
請 求 項 １ か ら ４ の い ず れ か に 記 載 の 設 備 機 器 管 理 装 置 （ ２ ） 。
【 請 求 項 ６ 】
前 記 ユ ー ザ に よ り 選 択 さ れ た 複 数 の 前 記 設 備 機 器 （ ３ ） へ の 運 転 指 令 が 前 記 ユ ー ザ に よ り
要 求 さ れ た 際 に 、 前 記 制 御 手 段 （ ２ １ ） は 、 複 数 の 前 記 設 備 機 器 （ ３ ） に 対 し て 間 隔 を 空
け て 運 転 指 令 を 順 次 行 う 、 請 求 項 １ か ら ５ の い ず れ か に 記 載 の 設 備 機 器 管 理 装 置 （ ２ ） 。
【 請 求 項 ７ 】
前 記 間 隔 を 設 定 可 能 で あ る 、 請 求 項 ６ に 記 載 の 設 備 機 器 管 理 装 置 （ ２ ） 。
【 請 求 項 ８ 】
前 記 ユ ー ザ に よ り 要 求 さ れ た 複 数 の 前 記 設 備 機 器 （ ３ ） の 運 転 指 令 の 実 行 中 に お い て 、 前
記 ユ ー ザ か ら 運 転 指 令 の 中 止 が 要 求 さ れ た 場 合 に 、 前 記 制 御 手 段 （ ２ １ ） は 、 前 記 設 備 機
器 （ ３ ） へ の 運 転 指 令 を 中 断 す る 、 請 求 項 ７ ま た は ８ に 記 載 の 設 備 機 器 管 理 装 置 （ ２ ） 。
【 請 求 項 ９ 】
請 求 項 １ か ら ８ の い ず れ か に 記 載 の 設 備 機 器 管 理 装 置 （ ２ ） と 、
前 記 認 証 手 段 （ ２ ２ ） に よ り 認 証 を 受 け る こ と で 、 前 記 制 御 手 段 （ ２ １ ） に よ り ユ ー ザ 識
別 子 に 対 応 す る 前 記 設 備 機 器 （ ３ ） の 監 視 及 び ／ ま た は 制 御 が 可 能 と な る ユ ー ザ 端 末 （ ５
） と 、
前 記 制 御 手 段 （ ２ １ ） に よ り 前 記 設 備 機 器 （ ３ ） の 全 て に つ い て 監 視 及 び 制 御 を 行 う た め
の 中 央 管 理 装 置 （ １ ） と 、
を 備 え た 設 備 機 器 管 理 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ０ 】
設 備 機 器 （ ３ ） が 接 続 さ れ る 第 １ ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て 設 備 機 器 （ ３ ） を 管 理 す る 設 備 機
器 管 理 装 置 （ ２ ） と 、
ユ ー ザ 識 別 子 と 前 記 設 備 機 器 （ ３ ） の 識 別 子 と を 対 応 付 け た 認 証 情 報 （ ２ ２ １ ） に 基 づ い
て 前 記 設 備 機 器 （ ３ ） の 監 視 及 び 制 御 を 要 求 す る ユ ー ザ を 認 証 す る 認 証 手 段 （ ２ ２ ） と 、
認 証 さ れ た ユ ー ザ の ユ ー ザ 識 別 子 に 対 応 す る 設 備 機 器 （ ３ ） を 前 記 ユ ー ザ の 要 求 に 応 じ て
監 視 及 び ／ ま た は 制 御 す る 制 御 手 段 （ ２ １ ） と 、 を 有 し 、 前 記 第 １ ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て
設 備 機 器 （ ３ ） を 管 理 す る 管 理 認 証 装 置 と 、
第 ２ ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て 前 記 管 理 認 証 装 置 に 接 続 し 、 前 記 認 証 手 段 （ ２ ２ ） に よ り 認 証
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を 受 け る こ と で 、 前 記 制 御 手 段 （ ２ １ ） に よ り ユ ー ザ 識 別 子 に 対 応 す る 前 記 設 備 機 器 （ ３
） の 監 視 及 び ／ ま た は 制 御 が 可 能 と な る ユ ー ザ 端 末 （ ５ ） と 、
設 備 機 器 管 理 装 置 （ ２ ） を 介 し て 前 記 設 備 機 器 （ ３ ） の 全 て に つ い て 監 視 及 び 制 御 を 行 う
た め の 中 央 管 理 装 置 （ １ ） と 、
を 備 え た 設 備 機 器 管 理 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ １ 】
前 記 管 理 認 証 装 置 は 、 前 記 ユ ー ザ 端 末 の Ｗ ｅ ｂ ブ ラ ウ ザ （ ５ １ ） を 介 し て 前 記 ユ ー ザ と の
情 報 の 送 受 信 を 行 う Ｗ ｅ ｂ サ ー バ （ ２ ２ ） を さ ら に 備 え た 、 請 求 項 １ ０ に 記 載 の 設 備 機 器
管 理 シ ス テ ム 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 ０ ０ ０ １ 】
【 発 明 の 属 す る 技 術 分 野 】
本 発 明 は 、 設 備 機 器 の 監 視 及 び 制 御 を 可 能 に す る 設 備 機 器 管 理 装 置 及 び 設 備 機 器 管 理 シ ス
テ ム に 関 す る 。
【 ０ ０ ０ ２ 】
【 従 来 の 技 術 】
ビ ル の 電 力 、 照 明 、 空 調 、 防 災 な ど の 設 備 機 器 を 統 合 管 理 す る シ ス テ ム と し て 、 ビ ル オ ー
ト メ ー シ ョ ン （ Ｂ Ａ ） シ ス テ ム が 普 及 し て い る 。 図 １ は 、 Ｂ Ａ シ ス テ ム の 一 例 で あ る 。 こ
の シ ス テ ム は 、 中 央 管 理 装 置 １ と 、 設 備 機 器 管 理 装 置 １ ０ ２ と 、 設 備 機 器 １ ０ ３ と か ら 構
成 さ れ る 。 中 央 管 理 装 置 １ は 、 専 用 線 な ど の ネ ッ ト ワ ー ク ４ に よ り 、 設 備 機 器 制 御 装 置 １
０ ２ と 接 続 さ れ る 。 設 備 機 器 管 理 装 置 １ ０ ２ は 、 ２ 芯 式 ケ ー ブ ル な ど に よ り 設 備 機 器 １ ０
３ と 接 続 さ れ る 。 設 備 機 器 管 理 装 置 １ ０ ２ は 、 例 え ば 空 調 機 （ 設 備 機 器 １ ０ ３ ） の 室 温 設
定 、 冷 暖 房 設 定 な ど の 各 種 設 定 を 中 央 管 理 装 置 １ か ら 受 け 付 け 、 そ の 設 定 を 行 う 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
こ の よ う な 従 来 の Ｂ Ａ シ ス テ ム の 中 央 管 理 装 置 １ は 、 通 常 中 央 管 理 室 な ど ビ ル の 一 般 利 用
者 が 入 室 で き な い 場 所 に 設 置 さ れ て お り 、 操 作 方 法 を 教 育 さ れ た ビ ル 管 理 者 に よ り 操 作 が
行 わ れ る 。 従 っ て 、 ビ ル の 一 般 利 用 者 は 、 例 え ば 冷 房 の 設 定 温 度 を 上 げ る な ど 設 備 機 器 １
０ ３ の 設 定 を 変 更 し た い 場 合 、 そ の 都 度 管 理 者 に 連 絡 を 取 っ て 設 定 を 変 更 し て も ら う 必 要
が あ り 、 煩 雑 で あ る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
本 発 明 は 、 特 定 の ユ ー ザ が 設 備 機 器 の 制 御 及 び ／ ま た は 監 視 を 行 う こ と を 可 能 と す る 設 備
機 器 管 理 装 置 を 提 供 す る こ と を 目 的 と す る 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
請 求 項 １ に 係 る 設 備 機 器 管 理 装 置 は 、 設 備 機 器 を 管 理 す る た め の 設 備 機 器 管 理 装 置 で あ っ
て 、 認 証 手 段 と 、 制 御 手 段 と を 備 え て い る 。 認 証 手 段 は 、 ユ ー ザ 識 別 子 と 設 備 機 器 の 識 別
子 と を 対 応 付 け た 認 証 情 報 に 基 づ い て 、 設 備 機 器 の 監 視 及 び 制 御 を 要 求 す る ユ ー ザ を 認 証
す る 。 制 御 手 段 は 、 認 証 さ れ た ユ ー ザ の ユ ー ザ 識 別 子 に 対 応 す る 設 備 機 器 を 、 ユ ー ザ の 要
求 に 応 じ て 監 視 及 び 制 御 す る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
こ こ で は 、 Ｗ ｅ ｂ ブ ラ ウ ザ な ど に よ り 設 備 機 器 管 理 装 置 に ロ グ オ ン し よ う と す る ユ ー ザ が
、 認 証 情 報 に 基 づ い て 認 証 さ れ る 。 ユ ー ザ 及 び 設 備 機 器 は 、 そ れ ぞ れ ユ ー ザ 識 別 子 及 び 設
備 機 器 の 識 別 子 （ 以 下 、 設 備 機 器 識 別 子 ） で 一 意 に 識 別 さ れ 、 認 証 情 報 に は 、 ユ ー ザ 識 別
子 と 設 備 機 器 の 識 別 子 と が 対 応 付 け ら れ て い る 。 従 っ て 、 認 証 情 報 に よ り ユ ー ザ と 所 定 の
設 備 機 器 と の 対 応 が 定 ま る 。 認 証 さ れ た ユ ー ザ は 、 そ の ユ ー ザ と 対 応 す る 設 備 機 器 を Ｗ ｅ
ｂ ブ ラ ウ ザ な ど に よ り 監 視 及 び ／ ま た は 制 御 す る こ と が 可 能 と な る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
こ の よ う に 、 こ こ で は 認 証 さ れ た ユ ー ザ が 所 定 の 設 備 機 器 を 監 視 及 び ／ ま た は 制 御 す る こ
と が 可 能 と な る 。
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請 求 項 ２ に 係 る 設 備 機 器 管 理 装 置 は 、 請 求 項 １ に 係 る 設 備 機 器 管 理 装 置 に お い て 、 Ｗ ｅ ｂ
ブ ラ ウ ザ を 介 し て ユ ー ザ と の 情 報 の 送 受 信 を 行 う Ｗ ｅ ｂ サ ー バ を さ ら に 備 え て い る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
こ こ で は 、 Ｗ ｅ ｂ ブ ラ ウ ザ を 介 し て ユ ー ザ の 認 証 、 設 備 機 器 の 監 視 及 び ／ ま た は 制 御 が 可
能 と な る 。
請 求 項 ３ に 係 る 設 備 機 器 管 理 装 置 は 、 請 求 項 １ ま た は ２ に 係 る 設 備 機 器 管 理 装 置 に お い て
、 設 備 機 器 は 空 気 調 和 機 で あ る 。
こ こ で は 、 認 証 さ れ た ユ ー ザ が 所 定 の 空 気 調 和 機 を 監 視 及 び ／ ま た は 制 御 す る こ と が 可 能
と な る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
請 求 項 ４ に 係 る 設 備 機 器 管 理 装 置 は 、 請 求 項 １ か ら ３ の い ず れ か に 記 載 の 設 備 機 器 管 理 装
置 に お い て 、 ユ ー ザ の 要 求 に よ り 、 認 証 情 報 を 変 更 可 能 で あ る 。
こ こ で は 、 認 証 情 報 を 変 更 可 能 で あ る た め 、 ユ ー ザ が 監 視 及 び ／ ま た は 制 御 で き る 設 備 機
器 の 変 更 が 容 易 と な る 。
請 求 項 ５ に 係 る 設 備 機 器 管 理 装 置 は 、 請 求 項 １ か ら ４ の い ず れ か に 記 載 の 設 備 機 器 管 理 装
置 に お い て 、 第 １ 接 続 部 と 第 ２ 接 続 部 と を さ ら に 備 え る 。 第 １ 接 続 部 は 、 設 備 機 器 が 接 続
さ れ る 第 １ ネ ッ ト ワ ー ク と 接 続 可 能 で あ る 。 第 ２ 接 続 部 は 、 ユ ー ザ の 要 求 を 伝 達 す る 第 ２
ネ ッ ト ワ ー ク と 接 続 可 能 で あ る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
こ こ で は 、 設 備 機 器 管 理 装 置 が 第 １ ネ ッ ト ワ ー ク 及 び 第 ２ ネ ッ ト ワ ー ク に 接 続 可 能 と な っ
て い る 。 こ の た め 、 第 ２ ネ ッ ト ワ ー ク か ら 要 求 を 行 う ユ ー ザ が 別 個 の ネ ッ ト ワ ー ク で あ る
第 １ ネ ッ ト ワ ー ク に 接 続 さ れ る 設 備 機 器 の 監 視 及 び ／ ま た は 制 御 を 行 う こ と が 可 能 と な る
。
請 求 項 ６ に 係 る 設 備 機 器 管 理 装 置 は 、 請 求 項 １ か ら ５ の い ず れ か に 記 載 の 設 備 機 器 管 理 装
置 に お い て 、 ユ ー ザ に よ り 選 択 さ れ た 複 数 の 設 備 機 器 へ の 運 転 指 令 が ユ ー ザ に よ り 要 求 さ
れ た 際 に 、 制 御 手 段 は 、 複 数 の 設 備 機 器 に 対 し て 間 隔 を 空 け て 運 転 指 令 を 順 次 行 う 。
【 ０ ０ １ １ 】
こ こ で は 、 ユ ー ザ か ら 一 時 に 複 数 の 設 備 機 器 に 対 し て 運 転 指 令 が 要 求 さ れ た 際 に 、 間 隔 を
空 け て 設 備 機 器 １ 台 ず つ に 対 し て 順 次 運 転 指 令 を 行 う 。 こ れ に よ り 、 例 え ば 設 備 機 器 の 運
転 開 始 に 伴 う 電 圧 降 下 を 最 小 限 に 抑 え る こ と が で き る 。
請 求 項 ７ に 係 る 設 備 機 器 管 理 装 置 は 、 請 求 項 ６ に 記 載 の 設 備 機 器 管 理 装 置 に お い て 、 間 隔
を 設 定 可 能 で あ る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
こ こ で は 、 運 転 指 令 の 間 隔 を 任 意 に 設 定 す る こ と が で き る 。 よ っ て 、 複 数 の 設 備 機 器 に 対
す る 運 転 指 令 の 完 了 時 刻 を 任 意 に 変 更 す る こ と が 可 能 と な る 。
請 求 項 ８ に 係 る 設 備 機 器 管 理 装 置 は 、 請 求 項 ７ ま た は ８ に 記 載 の 設 備 機 器 管 理 装 置 に お い
て 、 ユ ー ザ に よ り 要 求 さ れ た 複 数 の 設 備 機 器 の 運 転 指 令 の 実 行 中 に お い て 、 ユ ー ザ か ら 運
転 指 令 の 中 止 が 要 求 さ れ た 場 合 に 、 制 御 手 段 は 、 設 備 機 器 へ の 運 転 指 令 を 中 断 す る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
こ こ で は 、 複 数 の 設 備 機 器 に 対 す る 全 て の 指 令 が 完 了 す る 前 に ユ ー ザ か ら 中 止 を 要 求 さ れ
た 場 合 に 、 運 転 指 令 を 中 断 す る 。 こ れ に よ り 、 設 備 機 器 に 対 し て ユ ー ザ の 意 向 を 汲 ん だ 制
御 な ど を 行 う こ と が 可 能 と な る 。
請 求 項 ９ に 係 る 設 備 管 理 シ ス テ ム は 、 請 求 項 １ か ら ８ の い ず れ か に 記 載 の 設 備 機 器 管 理 装
置 と 、 ユ ー ザ 端 末 と 、 中 央 管 理 装 置 と を 備 え て い る 。 ユ ー ザ 端 末 は 、 認 証 手 段 に よ り 認 証
を 受 け る こ と で 、 制 御 手 段 に よ り ユ ー ザ 識 別 子 に 対 応 す る 設 備 機 器 の 監 視 及 び ／ ま た は 制
御 が 可 能 と な る 。 中 央 管 理 装 置 は 、 制 御 手 段 に よ り 前 記 設 備 機 器 の 全 て に つ い て 監 視 及 び
制 御 を 行 う 。
【 ０ ０ １ ４ 】
こ こ で は 、 ユ ー ザ 端 末 に 設 け ら れ た Ｗ ｅ ｂ ブ ラ ウ ザ な ど で 認 証 手 段 に ア ク セ ス し て 認 証 を
受 け る こ と で 、 Ｗ ｅ ｂ ブ ラ ウ ザ な ど に よ り 所 定 の 設 備 機 器 の 遠 隔 監 視 及 び ／ ま た は 制 御 が
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可 能 と な る 。
請 求 項 １ ０ に 係 る 設 備 機 器 管 理 シ ス テ ム は 、 設 備 機 器 管 理 装 置 と 、 管 理 認 証 装 置 と 、 ユ ー
ザ 端 末 と 、 中 央 管 理 装 置 と を 備 え て い る 。 設 備 機 器 管 理 装 置 は 、 設 備 機 器 が 接 続 さ れ る 第
１ ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て 設 備 機 器 を 管 理 す る 。 管 理 認 証 装 置 は 、 認 証 手 段 と 制 御 手 段 と を
有 し 、 第 １ ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て 設 備 機 器 を 管 理 す る 。 認 証 手 段 は 、 ユ ー ザ 識 別 子 と 設 備
機 器 の 識 別 子 と を 対 応 付 け た 認 証 情 報 に 基 づ い て 設 備 機 器 の 監 視 及 び 制 御 を 要 求 す る ユ ー
ザ を 認 証 す る 。 制 御 手 段 は 、 認 証 さ れ た ユ ー ザ の ユ ー ザ 識 別 子 に 対 応 す る 設 備 機 器 を ユ ー
ザ の 要 求 に 応 じ て 監 視 及 び ／ ま た は 制 御 す る 。 ユ ー ザ 端 末 は 、 第 ２ ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て
管 理 認 証 装 置 に 接 続 し 、 認 証 手 段 に よ り 認 証 を 受 け る こ と で 、 制 御 手 段 に よ り ユ ー ザ 識 別
子 に 対 応 す る 設 備 機 器 の 監 視 及 び ／ ま た は 制 御 が 可 能 と な る 。 中 央 管 理 装 置 は 、 設 備 機 器
管 理 装 置 を 介 し て 設 備 機 器 の 全 て に つ い て 監 視 及 び 制 御 を 行 う 。
【 ０ ０ １ ５ 】
こ こ で は 、 Ｗ ｅ ｂ ブ ラ ウ ザ な ど に よ り 管 理 認 証 装 置 に ロ グ オ ン し よ う と す る ユ ー ザ が 、 認
証 情 報 に 基 づ い て 認 証 さ れ る 。 ユ ー ザ 及 び 設 備 機 器 は 、 そ れ ぞ れ ユ ー ザ 識 別 子 及 び 設 備 機
器 の 識 別 子 （ 以 下 、 設 備 機 器 識 別 子 ） で 一 意 に 識 別 さ れ 、 認 証 情 報 に は 、 ユ ー ザ 識 別 子 と
設 備 機 器 の 識 別 子 と が 対 応 付 け ら れ て い る 。 従 っ て 、 認 証 情 報 に よ り ユ ー ザ と 所 定 の 設 備
機 器 と の 対 応 が 定 ま る 。 認 証 さ れ た ユ ー ザ は 、 そ の ユ ー ザ と 対 応 す る 設 備 機 器 を Ｗ ｅ ｂ ブ
ラ ウ ザ な ど に よ り 監 視 及 び ／ ま た は 制 御 す る こ と が 可 能 と な る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
こ の よ う に 、 こ こ で は 認 証 さ れ た ユ ー ザ が 所 定 の 設 備 機 器 を 監 視 及 び ／ ま た は 制 御 す る こ
と が 可 能 と な る 。
ま た 、 管 理 認 証 装 置 が 第 １ ネ ッ ト ワ ー ク 及 び 第 ２ ネ ッ ト ワ ー ク に 接 続 可 能 と な っ て い る 。
こ の た め 、 第 ２ ネ ッ ト ワ ー ク か ら 要 求 を 行 う ユ ー ザ が 別 個 の ネ ッ ト ワ ー ク で あ る 第 １ ネ ッ
ト ワ ー ク に 接 続 さ れ る 設 備 機 器 の 監 視 及 び ／ ま た は 制 御 を 行 う こ と が 可 能 と な る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
請 求 項 １ １ に 係 る 設 備 機 器 管 理 シ ス テ ム は 、 請 求 項 １ ０ に 記 載 の 設 備 機 器 管 理 シ ス テ ム に
お い て 、 管 理 認 証 装 置 は 、 ユ ー ザ 端 末 の Ｗ ｅ ｂ ブ ラ ウ ザ を 介 し て ユ ー ザ と の 情 報 の 送 受 信
を 行 う Ｗ ｅ ｂ サ ー バ を さ ら に 備 え て い る 。
こ こ で は 、 Ｗ ｅ ｂ ブ ラ ウ ザ を 介 し て ユ ー ザ の 認 証 、 設 備 機 器 の 監 視 及 び ／ ま た は 制 御 が 可
能 と な る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
【 発 明 の 実 施 の 形 態 】
＜ 第 １ 実 施 形 態 ＞
図 ２ は 、 本 発 明 に 係 る 設 備 機 器 管 理 装 置 を 利 用 し た Ｂ Ａ シ ス テ ム の 全 体 構 成 図 で あ る 。 こ
の シ ス テ ム は 、 中 央 管 理 装 置 １ と 、 設 備 機 器 管 理 装 置 ２ と 、 空 調 機 ３ と 、 操 作 端 末 ５ と が
専 用 線 な ど の ネ ッ ト ワ ー ク ４ に よ り 互 い に 接 続 さ れ て 構 成 さ れ る 。 中 央 管 理 装 置 １ は 、 設
備 機 器 管 理 装 置 ２ を 介 し て 空 調 機 ３ の 監 視 、 設 定 、 制 御 な ど を 行 う 。 操 作 端 末 ５ は 、 例 え
ば パ ソ コ ン な ど に よ り 構 成 可 能 で あ り 、 Ｗ ｅ ｂ ブ ラ ウ ザ ５ １ を 有 す る 。 後 述 す る よ う に 、
Ｗ ｅ ｂ ブ ラ ウ ザ ５ １ に よ り ユ ー ザ が 設 備 機 器 管 理 装 置 ２ に ア ク セ ス し て 空 調 機 ３ の 監 視 、
設 定 な ど を 行 う こ と が 可 能 で あ る 。 複 数 の ユ ー ザ の 操 作 端 末 ５ が ネ ッ ト ワ ー ク ４ に 接 続 さ
れ て い て も よ い 。
【 ０ ０ １ ９ 】
設 備 機 器 管 理 装 置 ２ は 、 制 御 部 ２ １ と 、 Ｗ ｅ ｂ サ ー バ ２ ２ と を 備 え て い る 。 Ｗ ｅ ｂ サ ー バ
２ ２ は 、 認 証 テ ー ブ ル ２ ２ １ を 有 し て お り 、 こ こ に 記 憶 さ れ る 認 証 情 報 に 基 づ い て ユ ー ザ
認 証 を 行 う 。 図 ３ は 、 認 証 テ ー ブ ル ２ ２ １ に 記 憶 さ れ る 認 証 情 報 の 概 念 説 明 図 で あ る 。 こ
の 認 証 情 報 は 、 ユ ー ザ Ｉ Ｄ と 空 調 機 Ｉ Ｄ と の 組 み 合 わ せ か ら な る 。 Ｗ ｅ ｂ サ ー バ ２ ２ は 、
こ の 認 証 情 報 に 基 づ い て ユ ー ザ の 認 証 を 行 う 。 例 え ば 、 操 作 端 末 ５ に よ り Ｗ ｅ ｂ サ ー バ ２
２ に ア ク セ ス し て き た ユ ー ザ の ユ ー ザ Ｉ Ｄ が 「 ｕ ０ ０ １ 」 の 場 合 、 こ の ユ ー ザ に は 空 調 機
Ｉ Ｄ 「 ａ ０ ０ １ 」 の み の 制 御 や 監 視 を 受 け 付 け る 。 な お 、 各 ユ ー ザ が 行 う こ と が で き る 制
御 や 監 視 の 内 容 を 認 証 情 報 に 含 め て も よ い 。 例 え ば 、 ユ ー ザ ｕ ０ ０ １ は 、 「 設 定 温 度 の 変
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更 」 だ け 可 能 で あ る 一 方 、 ユ ー ザ ｕ ０ ０ ２ は 、 「 設 定 温 度 の 変 更 」 及 び 「 暖 房 ・ 冷 房 の 切
換 」 が 可 能 で あ る な ど で あ る 。 こ の よ う に す れ ば 、 特 定 の 制 御 や 監 視 を 中 央 管 理 装 置 １ だ
け で 行 う よ う に し た り 、 中 央 管 理 装 置 １ と 操 作 端 末 ５ と の 制 御 指 令 の 競 合 を 回 避 す る こ と
も 可 能 で あ る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
制 御 部 ２ １ は 、 Ｗ ｅ ｂ サ ー バ ２ ２ に よ り 認 証 を 受 け た ユ ー ザ （ 以 下 、 認 証 ユ ー ザ と い う ）
か ら 、 Ｗ ｅ ｂ ブ ラ ウ ザ ５ １ 上 で の 空 調 機 ３ の 制 御 、 例 え ば 設 定 温 度 の 変 更 や 、 暖 房 ・ 冷 房
の 切 換 の 指 令 や 、 空 調 機 ３ の 監 視 、 例 え ば 空 調 機 ３ の 状 態 を 示 す 情 報 の 送 信 要 求 を 受 け 付
け 、 こ れ を 実 行 す る 。
制 御 部 ２ １ は 、 認 証 ユ ー ザ か ら の 制 御 の 指 令 に 基 づ い て 空 調 機 ３ の 制 御 や 監 視 を 行 う た め
、 認 証 を 受 け た ユ ー ザ は 遠 隔 か ら 自 由 に 空 調 機 ３ の 制 御 や 監 視 を 行 う こ と が 可 能 で あ る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
＜ 第 ２ 実 施 形 態 ＞
図 ４ は 、 本 発 明 に 係 る 設 備 機 器 管 理 装 置 を 利 用 し た Ｂ Ａ シ ス テ ム の 全 体 構 成 図 で あ る 。 こ
の シ ス テ ム は 、 第 １ 実 施 形 態 と 同 様 に 、 中 央 管 理 装 置 １ と 、 設 備 機 器 管 理 装 置 ２ と 、 空 調
機 ３ と 、 操 作 端 末 ５ と が 互 い に 接 続 さ れ て 構 成 さ れ る 。
以 下 で は 、 第 １ 実 施 形 態 と の 相 違 点 を 中 心 に 説 明 す る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
設 備 機 器 管 理 装 置 ２ は 、 制 御 部 ２ １ と Ｗ ｅ ｂ サ ー バ ２ ２ と を 備 え て い る 。 設 備 機 器 管 理 装
置 ２ は 、 中 央 管 理 装 置 １ と Ｂ Ａ ネ ッ ト ワ ー ク ４ ａ を 介 し て 接 続 さ れ る 。 ま た 、 設 備 機 器 管
理 装 置 ２ は 、 空 調 機 ネ ッ ト ワ ー ク ４ ｂ を 介 し て 複 数 の 空 調 機 ３ と 、 Ｏ Ａ ネ ッ ト ワ ー ク ４ ｃ
を 介 し て 操 作 端 末 に 、 そ れ ぞ れ 接 続 さ れ て い る 。
Ｗ ｅ ｂ サ ー バ ２ ２ は 第 １ 実 施 形 態 と 同 様 に 認 証 テ ー ブ ル ２ ２ １ を 有 し て お り 、 こ の 認 証 テ
ー ブ ル ２ ２ １ は ユ ー ザ Ｉ Ｄ と 空 調 機 Ｉ Ｄ と の 組 合 せ か ら な る 認 証 情 報 を 記 憶 す る 。 な お 、
一 つ の ユ ー ザ Ｉ Ｄ に 対 し て 複 数 の 空 調 機 Ｉ Ｄ が 登 録 さ れ て い た り 、 複 数 の ユ ー ザ Ｉ Ｄ に 渡
っ て 同 一 の 空 調 機 Ｉ Ｄ が 登 録 さ れ て い た り し て も 良 い 。 ま た 、 操 作 端 末 ５ か ら Ｗ ｅ ｂ サ ー
バ ２ ２ に ア ク セ ス す る こ と に よ り 、 認 証 情 報 の 内 容 が 変 更 可 能 で あ っ て も 良 い 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
制 御 部 ２ １ は 、 操 作 端 末 ５ か ら Ｗ ｅ ｂ サ ー バ ２ ２ に ア ク セ ス す る 認 証 ユ ー ザ か ら 、 空 調 機
３ の 制 御 や 監 視 に 関 す る 要 求 を 受 け 付 け 、 こ れ を 実 行 す る 。 こ こ で 、 複 数 の 空 調 機 ３ に 対
す る 制 御 指 令 、 特 に 電 源 投 入 な ど の 消 費 電 力 の 変 化 に 関 連 す る 制 御 指 令 が 認 証 ユ ー ザ か ら
な さ れ た 場 合 に お い て 、 間 隔 を 空 け て 各 空 調 機 ３ へ の 制 御 を 実 行 す る 。 こ の 時 間 間 隔 は 、
５ 秒 間 隔 が 初 期 設 定 と さ れ て い る が 、 Ｗ ｅ ｂ ブ ラ ウ ザ ５ １ 上 に お け る 設 定 に よ り 、 任 意 に
設 定 変 更 が 可 能 で あ る 。 ま た 、 複 数 の 空 調 機 ３ へ の 制 御 が 実 行 中 で あ る 際 に 、 認 証 ユ ー ザ
か ら 制 御 指 令 の 中 止 が 要 求 さ れ る こ と が あ る 。 制 御 中 止 の 要 求 を 受 け る と 、 制 御 部 ２ １ は
、 制 御 を 中 断 す る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
以 上 に よ り 、 操 作 端 末 ５ か ら 設 備 機 器 管 理 装 置 ２ へ の ア ク セ ス は 、 Ｂ Ａ ネ ッ ト ワ ー ク ４ ａ
と は 別 ネ ッ ト ワ ー ク で あ る Ｏ Ａ ネ ッ ト ワ ー ク ４ ｃ を 介 し て ア ク セ ス さ れ る 。 こ の た め 、 Ｂ
Ａ ネ ッ ト ワ ー ク ４ ａ や 中 央 管 理 装 置 １ の 負 荷 を 抑 え つ つ 、 空 調 機 ３ の 制 御 や 監 視 を 操 作 端
末 ５ か ら 行 う こ と が 可 能 と な る 。
ま た 、 認 証 情 報 の 内 容 変 更 が 可 能 で あ る た め 、 例 え ば 空 調 機 ３ が 空 気 調 和 を 行 う 対 象 空 間
の 部 屋 割 り な ど が 変 更 さ れ た 際 に も 、 中 央 管 理 装 置 １ の 設 定 を 変 更 す る こ と な く 空 調 機 ３
の 制 御 対 象 を 変 更 す る こ と が 可 能 と な る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
さ ら に 、 複 数 の 空 調 機 ３ に 対 す る 制 御 指 令 を 一 時 に 行 う と 、 電 源 負 荷 が 増 加 す る た め に 電
圧 低 下 な ど の 弊 害 が 生 じ う る 。 こ こ で は 、 複 数 の 空 調 機 ３ に 対 す る 制 御 指 令 が 間 隔 を 空 け
て 行 わ れ る た め 、 こ の よ う な 弊 害 を 避 け る こ と が で き る 。 ま た 、 こ の 間 隔 を 設 定 可 能 で あ
る た め 、 例 え ば 複 数 の 空 調 機 ３ へ の 指 令 完 了 時 刻 を 任 意 に 設 定 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
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複 数 の 空 調 機 ３ へ の 制 御 指 令 を 中 止 す る 要 求 が 認 証 ユ ー ザ か ら 生 じ た 際 に も 、 制 御 部 ２ １
の 制 御 を 中 断 す る こ と が で き る た め 、 ユ ー ザ の 意 向 を 汲 ん だ 制 御 を 行 う こ と が 可 能 と な る
。
＜ 第 ３ 実 施 形 態 ＞
図 ５ は 、 本 発 明 に 係 る 設 備 機 器 管 理 装 置 を 利 用 し た Ｂ Ａ シ ス テ ム の 全 体 構 成 図 で あ る 。 こ
の シ ス テ ム は 、 中 央 管 理 装 置 １ と 、 設 備 機 器 管 理 装 置 ２ と 、 空 調 機 ３ と 、 操 作 端 末 ５ と 、
管 理 認 証 装 置 ６ と が 互 い に 接 続 さ れ て 構 成 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
以 下 で は 、 第 ２ 実 施 形 態 と 同 様 に 、 第 １ 実 施 形 態 と の 相 違 点 を 中 心 に 説 明 す る 。
設 備 機 器 管 理 装 置 ２ は 、 中 央 管 理 装 置 １ か ら 指 令 を 受 け る こ と に よ り 空 調 機 ３ の 監 視 、 設
定 、 制 御 な ど を 行 う 。
管 理 認 証 装 置 ６ は 、 制 御 部 ６ １ と 、 Ｗ ｅ ｂ サ ー バ ６ ２ と を 備 え て い る 。 管 理 認 証 装 置 ６ は
、 空 調 機 ネ ッ ト ワ ー ク ４ ｂ を 介 し て 複 数 の 空 調 機 ３ と 、 ま た Ｏ Ａ ネ ッ ト ワ ー ク ４ ｃ を 介 し
て 操 作 端 末 ５ と 、 そ れ ぞ れ 接 続 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
Ｗ ｅ ｂ サ ー バ ６ ２ は 、 第 １ 実 施 形 態 の Ｗ ｅ ｂ サ ー バ ２ ２ と 同 様 に 、 認 証 テ ー ブ ル ６ ２ １ を
有 し て お り 、 こ こ に 記 憶 さ れ る 認 証 情 報 に 基 づ い て ユ ー ザ 認 証 を 行 う 。 図 ３ は 、 認 証 テ ー
ブ ル ６ ２ １ に 記 憶 さ れ る 認 証 情 報 の 概 念 説 明 図 で あ る 。 こ の 認 証 情 報 は 、 ユ ー ザ Ｉ Ｄ と 空
調 機 Ｉ Ｄ と の 組 み 合 わ せ か ら な る 。 Ｗ ｅ ｂ サ ー バ ６ ２ は 、 こ の 認 証 情 報 に 基 づ い て ユ ー ザ
の 認 証 を 行 う 。 な お 、 一 つ の ユ ー ザ Ｉ Ｄ に 対 し て 複 数 の 空 調 機 Ｉ Ｄ が 登 録 さ れ て い た り 、
複 数 の ユ ー ザ Ｉ Ｄ に 渡 っ て 同 一 の 空 調 機 Ｉ Ｄ が 登 録 さ れ て い た り し て も 良 い 。 ま た 、 操 作
端 末 ５ か ら Ｗ ｅ ｂ サ ー バ ６ ２ に ア ク セ ス す る こ と に よ り 、 認 証 情 報 の 内 容 が 変 更 可 能 で あ
っ て も 良 い 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
制 御 部 ６ １ は 、 Ｗ ｅ ｂ サ ー バ ６ ２ に よ り 認 証 を 受 け た 認 証 ユ ー ザ か ら 、 Ｗ ｅ ｂ ブ ラ ウ ザ ５
１ 上 で の 空 調 機 ３ の 制 御 、 例 え ば 設 定 温 度 の 変 更 や 、 暖 房 ・ 冷 房 の 切 換 の 指 令 や 、 空 調 機
３ の 監 視 、 例 え ば 空 調 機 ３ の 状 態 を 示 す 情 報 の 送 信 要 求 を 受 け 付 け 、 こ れ を 実 行 す る 。 こ
こ で 、 複 数 の 空 調 機 ３ に 対 す る 制 御 指 令 、 特 に 電 源 投 入 な ど の 消 費 電 力 の 変 化 に 関 連 す る
制 御 指 令 が 認 証 ユ ー ザ か ら な さ れ た 場 合 に お い て 、 間 隔 を 空 け て 各 空 調 機 ３ へ の 制 御 を 実
行 す る 。 こ の 時 間 間 隔 は 、 ５ 秒 間 隔 が 初 期 設 定 と さ れ て い る が 、 Ｗ ｅ ｂ ブ ラ ウ ザ ５ １ 上 に
お け る 設 定 に よ り 、 任 意 に 設 定 変 更 が 可 能 で あ る 。 ま た 、 複 数 の 空 調 機 ３ へ の 制 御 が 実 行
中 で あ る 際 に 、 認 証 ユ ー ザ か ら 制 御 指 令 の 中 止 が 要 求 さ れ る こ と が あ る 。 制 御 中 止 の 要 求
を 受 け る と 、 制 御 部 ６ １ は 、 制 御 を 中 断 す る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
以 上 に よ り 、 操 作 端 末 ５ か ら 管 理 認 証 装 置 ６ に ア ク セ ス す る こ と に よ り 、 空 調 機 ３ の 制 御
や 監 視 を 行 う こ と が 可 能 と な る 。 操 作 端 末 ５ か ら 管 理 認 証 装 置 ６ へ の ア ク セ ス は 、 Ｂ Ａ ネ
ッ ト ワ ー ク ４ ａ と は 別 ネ ッ ト ワ ー ク で あ る Ｏ Ａ ネ ッ ト ワ ー ク ４ ｃ を 介 し て ア ク セ ス さ れ る
。 こ の た め 、 Ｂ Ａ ネ ッ ト ワ ー ク ４ ａ や 中 央 管 理 装 置 １ の 負 荷 を 抑 え つ つ 、 空 調 機 ３ の 制 御
や 監 視 を 操 作 端 末 ５ か ら 行 う こ と が 可 能 と な る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
ま た 、 認 証 情 報 の 内 容 変 更 が 可 能 で あ る た め 、 例 え ば 空 調 機 ３ が 空 気 調 和 を 行 う 対 象 空 間
の 部 屋 割 り な ど が 変 更 さ れ た 際 に も 、 中 央 管 理 装 置 １ の 設 定 を 変 更 す る こ と な く 空 調 機 ３
の 制 御 対 象 を 変 更 す る こ と が 可 能 と な る 。
さ ら に 、 複 数 の 空 調 機 ３ に 対 す る 制 御 指 令 を 一 時 に 行 う と 、 電 源 負 荷 が 増 加 す る た め に 電
圧 低 下 な ど の 弊 害 が 生 じ う る 。 こ こ で は 、 複 数 の 空 調 機 ３ に 対 す る 制 御 指 令 が 間 隔 を 空 け
て 行 わ れ る た め 、 こ の よ う な 弊 害 を 避 け る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
複 数 の 空 調 機 ３ へ の 制 御 指 令 を 中 止 す る 要 求 が 認 証 ユ ー ザ か ら 生 じ た 際 に も 、 制 御 部 ６ １
の 制 御 を 中 断 す る こ と が で き る た め 、 ユ ー ザ の 意 向 を 汲 ん だ 制 御 を 行 う こ と が 可 能 と な る
。
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＜ そ の 他 の 実 施 形 態 ＞
前 記 第 １ ～ ３ 実 施 形 態 で は 、 制 御 部 ２ １ 、 ６ １ は 、 認 証 ユ ー ザ か ら の 制 御 や 監 視 の 指 令 に
基 づ い て 空 調 機 ３ の 制 御 を 行 っ て い た 。 し か し 、 空 調 機 ３ の 代 わ り に 、 電 力 設 備 、 照 明 設
備 、 空 調 設 備 、 防 災 設 備 な ど の 各 種 設 備 機 器 を ネ ッ ト ワ ー ク ４ に 接 続 し 、 制 御 部 ２ １ は 、
認 証 ユ ー ザ か ら の 制 御 の 指 令 に 基 づ い て 各 種 設 備 機 器 の 制 御 や 監 視 を 行 っ て も よ い 。 こ の
よ う に す れ ば 、 認 証 を 受 け た ユ ー ザ は 遠 隔 か ら 自 由 に 各 種 設 備 機 器 の 制 御 や 監 視 を 行 う こ
と が 可 能 で あ る 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
【 発 明 の 効 果 】
請 求 項 １ に 係 る 発 明 で は 、 認 証 さ れ た ユ ー ザ が 所 定 の 設 備 機 器 を 監 視 及 び ／ ま た は 制 御 す
る こ と が 可 能 と な る 。
請 求 項 ２ に 係 る 発 明 で は 、 Ｗ ｅ ｂ ブ ラ ウ ザ を 介 し て ユ ー ザ の 認 証 、 設 備 機 器 の 監 視 及 び ／
ま た は 制 御 が 可 能 と な る 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
請 求 項 ３ に 係 る 発 明 で は 、 認 証 さ れ た ユ ー ザ が 所 定 の 空 気 調 和 機 を 監 視 及 び ／ ま た は 制 御
す る こ と が 可 能 と な る 。
請 求 項 ４ に 係 る 発 明 で は 、 ユ ー ザ が 監 視 及 び ／ ま た は 制 御 で き る 設 備 機 器 の 変 更 が 容 易 と
な る 。
請 求 項 ５ に 係 る 発 明 で は 、 第 ２ ネ ッ ト ワ ー ク か ら 要 求 を 行 う ユ ー ザ が 別 個 の ネ ッ ト ワ ー ク
で あ る 第 １ ネ ッ ト ワ ー ク に 接 続 さ れ る 設 備 機 器 の 監 視 及 び ／ ま た は 制 御 を 行 う こ と が 可 能
と な る 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
請 求 項 ６ に 係 る 発 明 で は 、 例 え ば 設 備 機 器 の 運 転 開 始 に 伴 う 電 圧 降 下 を 最 小 限 に 抑 え る こ
と が で き る 。
請 求 項 ７ に 係 る 発 明 で は 、 複 数 の 設 備 機 器 に 対 す る 運 転 指 令 の 完 了 時 刻 を 任 意 に 変 更 す る
こ と が 可 能 と な る 。
請 求 項 ８ に 係 る 発 明 で は 、 設 備 機 器 に 対 し て ユ ー ザ の 意 向 を 汲 ん だ 制 御 な ど を 行 う こ と が
可 能 と な る 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
請 求 項 ９ に 係 る 発 明 で は 、 ユ ー ザ 端 末 に 設 け ら れ た Ｗ ｅ ｂ ブ ラ ウ ザ な ど で 認 証 手 段 に ア ク
セ ス し て 認 証 を 受 け る こ と で 、 Ｗ ｅ ｂ ブ ラ ウ ザ な ど に よ り 所 定 の 設 備 機 器 の 監 視 及 び ／ ま
た は 制 御 が 可 能 と な る 。
請 求 項 １ ０ に 係 る 発 明 で は 、 認 証 さ れ た ユ ー ザ が 所 定 の 設 備 機 器 を 監 視 及 び ／ ま た は 制 御
す る こ と が 可 能 と な る 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
請 求 項 １ １ に 係 る 発 明 で は 、 Ｗ ｅ ｂ ブ ラ ウ ザ を 介 し て ユ ー ザ の 認 証 、 設 備 機 器 の 監 視 及 び
／ ま た は 制 御 が 可 能 と な る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 図 １ 】 従 来 の Ｂ Ａ シ ス テ ム の 一 例 。
【 図 ２ 】 第 １ 実 施 形 態 に 係 る Ｂ Ａ シ ス テ ム の 全 体 構 成 図 。
【 図 ３ 】 認 証 テ ー ブ ル に 記 憶 さ れ る 情 報 の 概 念 説 明 図 。
【 図 ４ 】 第 ２ 実 施 形 態 に 係 る Ｂ Ａ シ ス テ ム の 全 体 構 成 図 。
【 図 ５ 】 第 ３ 実 施 形 態 に 係 る Ｂ Ａ シ ス テ ム の 全 体 構 成 図 。
【 符 号 の 説 明 】
１ ： 中 央 管 理 装 置
２ ： 設 備 機 器 管 理 装 置
２ １ ： 制 御 部
２ ２ ： Ｗ ｅ ｂ サ ー バ
２ ２ １ ： 認 証 テ ー ブ ル
２ ３ ： 第 １ 接 続 部
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２ ４ ： 第 ２ 接 続 部
３ ： 空 調 機
４ ： ネ ッ ト ワ ー ク
４ ａ ： Ｂ Ａ ネ ッ ト ワ ー ク
４ ｂ ： 空 調 機 ネ ッ ト ワ ー ク
４ ｃ ： Ｏ Ａ ネ ッ ト ワ ー ク
５ ： 操 作 端 末
６ ： 管 理 認 証 装 置
６ １ ： 制 御 部
６ ２ ： Ｗ ｅ ｂ サ ー バ
６ ２ １ ： 認 証 テ ー ブ ル
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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